
 - 1 - 

 

東北学院大学大学院法学研究科・社会人入試の説明会について 

申込締切日 11/22（月） （P7～9） 

 

 

 
1. 今年度の県会研修会の予定 

 
第 2 回研修会  

11 月 15 日開催の第 2 回研修会（コラッセふくしま）は、大変盛況につき、会場の定

員を大幅に超えてしまいました。当日、会場内は大変混雑いたしますので、前から詰め

てお座りください。また、大変ご迷惑をお掛けいたしますが、椅子のみでの対応となる

お席がございますので、ご了承くださいますようお願いいたします。 
 
経営労務監査研修会  
参加希望する方は開催案内（10 月の月間情報に同封）をご覧のうえ 11 月 19 日（金）

までにお申込ください。参加費 4,000 円についても申込締切日までにお振込ください。 
 

倫理研修  
倫理研修については、5年に1度全会員が受講していただくことになっております。今年

度の受講対象者には10月にご案内を送付しておりますので、11月30日（火）までに必ず

受講確認書の提出をお願いいたします。 
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2. 名簿の作成について 
12月1日現在で新しい名簿を作成する予定です。 
変更事項または誤りがありましたら11月16日（火）までにご連絡ください。名簿は、会

員のほか関係行政及び関係団体へ配布することとなります。 
なお、住所・事務所所在地等を変更された場合、FAXを新設された場合等は、所定の手

続が必要となりますのでご連絡ください。 
 

3. 年金・労働総合相談所について≪これまでの相談件数≫ 

 
相談員 鈴木正美 

今野正昭 
【次回相談日】  
11月24日(水)  
相談員 堀川 弘 

齋藤友紀博 
 

＊＊＊ 電子申請＊＊＊ 
電子申請の利用促進を図ることを目的に、支部ごとの申請件数を取りまとめ月間情

報において公表しております。今年度 9 月までの電子化推進特別委員会での集計は

P10 のとおりです。 

 

 

 
 

1. 労働時間適正化キャンペーン（チラシ）・・・厚生労働省 
長時間労働の抑制等、労働時間の適正化を図るため、11月を「労働時間適正化キャン

ペーン」期間とし、全国一斉の電話相談会を実施、周知啓発等の取組を集中的に実施し

ます。趣旨ご理解のうえ、ご協力をお願いいたします。  
労働時間相談ダイヤル 
 実施日時： 11月6日（土） 9:00～17:00 
 電話番号： 0120-794-713 (なくしましょう長い残業)（フリーダイヤル） 

厚生労働省HP  http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000000uefi.html 
 

2. 年金の請求漏れが生じやすい 5 つの事例に係る周知について・・・厚生労働省 
年金の受給につながげるための広報用リーフレット（P11）等を作成しました。日本年

金機構ホームページに掲載されておりますので、ダウンロードしてご活用ください。 
日本年金機構HP http://www.nenkin.go.jp/pamphlet/index.html 
 

3. 福島県 最低賃金 時間給 657 円（発効日平成 22 年 10 月 24 日） 
厚生労働省 最低賃金に関する特設サイト http://pc.saiteichingin.info/ 
 

実施 
労働 年金 

申込件数 相談件数 申込件数 相談件数 

22 年度(9 月) 8 件 6 件 8 件 8 件 

10/27(水) 0 件 0 件 4 件 4 件 

今年度実績 8 件 6 件 12 件 12 件 

総計 H15.6～22.10 109 件 19.7～22.10 68 件 

関係機関だより 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000000uefi.html�
http://www.nenkin.go.jp/pamphlet/index.html�
http://pc.saiteichingin.info/�
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4. 福島労働局職業安定部移転のお知らせ 
福島労働局職業安定部は、平成 22 年 11 月 29 日（月）から下記の場所に移転し業務を

行います。 
新住所：〒960-8021 福島市霞町 1-46 福島合同庁舎４階 

職業安定部 職業安定課     TEL 024-529-5338 FAX 024-536-4200 
職業対策課     TEL 024-529-5409 FAX 024-536-4211 
需給調整事業室 TEL 024-529-5746 FAX 024-536-4222 

5. 平成 22 年度の被扶養者資格の再確認業務の実施結果について（Ｐ12～13） 
6. 平成 22 年度特に配慮を必要とする労働者に対する休暇制度セミナー 

（厚生労働省委託事業 受託者 東京海上日動リスクコンサルティング㈱） 
厚生労働省では特別休暇制度（ボランティア休暇、リフレッシュ休暇等）の普及促

進を図るため、事業主及び労働者向けに「特に配慮を必要とする労働者に対する休暇

制度」セミナー事業を全国で実施しており、福島県では以下のとおりの日程・会場と

なります。 
①基調講演 福島労働局 労働基準部 監察監督官 水野秀二氏  
②休暇制度の事例紹介 東京海上日動リスクコンサルティング㈱コンサルタント  

日時：平成 22 年 11 月 18 日（木）午後 2 時 30 分～午後 4 時 
会場：東京海上日動火災保険（株）福島支店 7F 1・2 会議室（郡山市長者 1-7-20）  
詳細・申込は事業のHP http://www.kyuukaseido.jp/ をご覧ください。 

7. 建設業退職金共済制度の適正な執行について 
・・・勤労者退職金共済機構建設業退職金共済事業 福島県支部 

建設会社から建退共の各種申請等手続を委託されている方は、P14 にご留意くださ

いますようお願いいたします。 
8. 社会保険ふくしま（財団法人福島県社会保険協会発行）については、ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞをご覧

ください。福島県社会保険協会HP http://www.f-shimakyoukai.or.jp 
 

 
 

※ 会費について 
下期分の会費について、10 月 31 日が納入期限となっております。お忘れの方は至急納

入くださいますようお願いいたします。 
※スーツのお忘れ物について 
 8 月 5 日（木）第 1 回研修会開催時、会場（ビッグパレットふくしま）にス

ーツのジャケットのお忘れ物がございました。お心当たりのある方は、事務局

までご連絡ください。 
 
会務報告及び予定 
10月 1日 北海道・東北地域協議会東北南部３県研修会（ホテル福島グリーンパレス） 

   2、3、11、16、17、22日 第6回特別研修（コラッセふくしま） 

12日 街角の年金相談センター福島事務局会議（事務局） 

14日 雇用保険コンサルティング事業雇用保険活用セミナー・相談室（相双公共職業安定所）  

15日 福島支部研修会 

18日 街角の年金相談センター福島運営部会議、第2回理事会（事務局） 

事務局だより 

http://www.kyuukaseido.jp/�
http://www.f-shimakyoukai.or.jp/�
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19日 雇用保険コンサルティング事業雇用保険活用セミナー・相談室（アピオスペース） 

22日 一般事業主行動計画策定等支援セミナー（コラッセふくしま） 

27日 第90回年金・労働総合相談所（事務局） 

29日 北海道・東北地域協議会事務局長会議（ホテルモントレ仙台） 

30日 新規年金相談員養成研修会 第1回グループ研修（福島テルサ） 

11月 5日 一般事業主行動計画策定等支援事業会議（厚生労働省） 

 一般事業主行動計画策定等支援セミナー（ビッグパレットふくしま） 

第42回社会保険労務士試験合格発表 

   5、6、20日 第6回特別研修 ゼミナール（仙台市） 

12日 次世代育成支援対策関係機関連絡会議（福島労働局） 

   会津支部研修会 

13日 いわき支部 身近な困りごと合同相談会（いわき市生涯学習プラザ） 

14日 郡山支部 四士業無料相談会（イトーヨーカ堂郡山店） 

   白河支部 年金労働問題無料相談会（マイタウン白河） 

15日 平成22年度第１回労働相談・個別労働紛争解決制度関係機関連絡協議会（福島労働基準監督署） 

第1回総務委員会、第2回研修会（コラッセふくしま） 

19日 福島支部 事業主向けセミナー・無料相談会（福島テルサ） 

  20日 第6回紛争解決手続代理業務試験 

22～23日 北海道・東北地域協議会３号業務研修会（ホテルキャッスル） 

24日 第91回年金・労働総合相談所（事務局）、 

福島県司法書士会「労働者のための生活トラブル相談会」相談員1名派遣 
会津支部 個別相談会（勤労青少年ホーム） 

27日 新規年金相談員養成研修会 第2回グループ研修（福島テルサ） 

30日 経営労務監査研修会（ビッグアイ） 

12月18日 新規年金相談員養成研修会第3回グループ研修（コラッセふくしま）  
22日 第92回年金・労働総合相談所（事務局） 

 

会員異動報告 
 支部 名簿㌻ 氏   名 事務所・勤務先の名称・所在地・電話番号等  

【入会】 

福島 

11/1 付 
入会 

しらいわ  ひろかず  

白岩 裕和 

白岩社会保険労務士事務所 
福島市森合字後口 5-8 
白岩税理士事務所内 
TEL024-558-3056／FAX024-529-5104 

11/1 付 
入会 

まるかわ  じゅん  

丸川 潤 

協同組合福島中小企業労務協会 
福島市八木田字並柳 132-3 
TEL 024-539-8666／FAX024-539-6665 

会津 
11/1 付 
入会 

さとう  よういち  

佐藤 洋一 

社会保険労務士事務所クレーシス 
耶麻郡西会津町宝坂大字宝坂字宝川乙

1302-1 
TEL 0241-47-3070 

【変更】 郡山 P11 長尾政史 
事務所所在地：郡山市深沢 1-6-7 
TEL 024-931-4779／FAX 024-931-4780 
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第 2 回 理 事 会 報 告 

 

日 時 平成22年10月18日（月）13：30～16：45 

場 所 県会事務局（福島市）  

出席者 18名 鈴木会長、木村・金子・菅野副会長、草野・緑川・宍戸常任理事、 

佐藤・菱沼・星・久井・大原・渡部・浅川・箱崎・吉田・蓬田・富永理事  

 

報告事項 

・ 社労士会労働紛争解決センター福島 

相談が2件あり、あっせん申立には至らず。 

・ 年金相談委託事業に関する苦情 

相談対応に関して苦情があり、相談対応に関して親切・丁寧に対応するよう年金事務所

より通知があり対応。 

・ 電子申請 

電子申請利用協力者が依然増えていない。 

・ 雇用保険コンサルティング事業 

連合会より追加個別相談について打診があり、10件追加実施する。 

・ 一般事業主行動計画策定等支援事業、電子申請、連合会、地協、各士業、委員会の活動

その他  省略 

 

審議事項 

１． 年金相談員の第２期養成について（会則第34条第2号） 

第２期の年金相談員養成について、街角の年金相談センター福島（以下「年金相談

センター」という）の協力を得て10月30日より研修会を開催スタートする。 

また、年金相談センター社労士相談員の実務能力・資質向上も図るために連合会と

協議し、予算の範囲内で1ブース設け、社労士相談員の配置数を増やし相談能力を高め

る。11月から職員2ブース・社労士相談員2ブース、計4ブースで運営する。相談員の人

数が割合多いため、現在は月の相談回数が1.5～2回なので、追加1ブース設けることで

実務回数を増やし、習熟度をもっと上げることを目的とする。 

連合会の「年金マスター」についての詳細はまだ不明。 

 

２． 街角の年金相談センターに関する細則・予算について（会則第34条第2号） 

(1) 細則の一部改正 

8月10日に運営委員会を開催し、日常的な運営・連絡等に対処するため事務局を設け

ることを決定した。それに伴う細則の改正を行う。 

(2) 予算の一部補正 

年金相談センターの相談活動の強化、ブースの増加、運営部事務局の設置等に伴い旅

費・日当の支給基準及び予算を補正した。 
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また、年金相談員実務研修に関して、連合会からの支給額が分からないので、支給後

に予算の再補正を行う。 

 

３． 経営労務監査について（会則第34条第2号） 

経営労務監査について、会員の理解を深めてもらうため労働条件審査等法令遵守の実

際と実務について、11月30日（於郡山ビッグアイ）研修会を開催する。 

連合会の「労働条件審査の実務マニュアル」、パンフレットができたので、自治体に

活用要請の働きかけを行う。 

 

４． 県会ホームページリニューアルについて（会則第34条第2号） 

県会ホームページの全面リニューアルを行う。県会のホームページの作成後のフォ

ローアップの体制等がきちんとできる、更新作業が簡素でし易い等をもとに作製業者

を選定した。○○診断機能の追加等、ＡＤＲや年金・労働の相談に誘導できるように

する。 

 

５． 社労士制度推進月間の取り組みについて（会則第34条第2号）               

社労士制度推進月間とあわせ、各支部の無料相談会開催等の新聞広告を行う。 

また、ポスター・リーフレット（社労士・特定社労士・ＡＤＲ）等により関係行政、

市町村・商工会議所等に広報する。 

 

６． 過年度会費について（会則第34条第2号）                 

支払督促中の元会員の未納会費について、資産 の差し押さえで売却されており、回収

が困難なため損金処理とする。 

所在の判明した会員には、支払督促を行ったが不在により受領されなかったので、白

河支部で住所地を訪問し催促するとともに、免除申請または登録を抹消してもらう。 

現に会員で過年度の会費未納者は引き続き努力する。 

 

７． その他（会則第34条第7号） 

(1) 行政等からの苦情の対応について 

委託事業の受託増に伴い、行政等からの苦情が寄せられている。苦情処理相談窓口設

置規程は、一般の方からの苦情の対応を示しているものであり、行政等からの苦情につ

いては当面会長が責任者とし、具体的な対応は当該支部長が行う。今後規程を整備する。 

(2) 表彰規程について 

総務委員会において表彰規程の見直しを行う。 

(3) その他 

事務局職員渡邊憲子さんの結婚（高橋憲子）について報告。前例に従いお祝金を支給

する。 



平成 22年 11月 10日 

 

会 員 各 位 

 

福島県社会保険労務士会 

会長 鈴 木 健 夫 

（公印省略）  

 

東北学院大学大学院法学研究科・社会人入試の説明会について 

 

青山学院大学藤川久昭教授のご尽力により、平成 21 年度から東北学院大学大学院に

おいて姉妹校の青山学院大学のビジネス法務プログラムの経験をもとに東北学院大学高

木健一郎教授のご努力等で「専門職業人」である社労士向けに特別教育プログラムとし

て設けられたものです。 

この特別教育プログラムは、普通に労働法を学ぶだけでなく、労働紛争を法的に処理

できる実践力を身につけることができるようにするとともに、労働法に関する 60 の重

要論点をしっかり学び、かつ労働事件に関する民事訴訟手続、労働審判手続、ＡＤＲ手

続等専門的知識が得られるようにもなっております。 

また、民法や商法などの基礎的能力も涵養することができ、少ない通学日数でこれら

が履修できるよう特別な配慮もなされております。 

詳しくは当日別紙のカリキュラムなどを中心に藤川教授より直接説明がなされます。 
 

21 年度は福島県会会員も入学され、勉学、研究等に励んでいるところであります。 

つきましては、来年度の東北学院大学大学院法学研究科・社会人入試についての説明

会が下記により行われますので、ご志望の方、関心のある方は是非ご参加くださいます

ようお願い申し上げます。 

なお、申込締切日までに参加者がいない場合は、説明会が中止となりますので、あら

かじめご了承ください。 

記 

１．日 時  平成 22年 11月 27日（土）13：15～14：00 

２．場 所  福島テルサ 4F すりかみ 

３．説明者  藤川 久昭 氏（青山学院大学法学部教授・弁護士） 

４．参加申込締切 11月 22日（月） 

 

申込締切 11 月 22 日（月） 
福島県社会保険労務士会 行 
（FAX 024-534-5432、E-mail fukusha@green.ocn.ne.jp) 

平成 22 年 11 月  日 

東北学院大学大学院法学研究科・社会人入試説明会参加申込書 

11 月 27 日開催の説明会に参加します。 
 

    支部 

 
氏 名                 

mailto:fukusha@green.ocn.ne.jp�


 

東北学院大学大学院法学研究科社会保険労務士特別教育プログラムについて 
                                         
 2009 年から、東北学院大学法学研究科に、社会保険労務士の受け入れを、社会人入試（筆記ではなく、書類審査

と面接）によって行うプログラムが始まりました。以下、そのプログラムについて説明いたします。 

                       
１．本プログラムが出来た経緯  

・ 東北地区に、理論と実務双方に強い社会保険労務士を育てている青山学院大学大学院法学研究科ビジネス法務

専攻人事労務法務プログラムのようなものを作るために、東北学院大学大学院において、本プログラムが設立さ

れた。詳しくは、月刊社会保険労務士記事（毎年掲載）を参照して下さいませ。 

 

２．本プログラムの目的 

・ 実務と理論、リーガルとビジネス双方に強い社会保険労務士等人事労務分野の専門家を育てること。 

・ 労働訴訟、労働審判に強い社会保険等、人事労務分野の専門家を育てること。 

・ 労働法について、弁護士と対等にやりとりができるような高度に専門的な能力の基礎を固めること。 

・ 労働（民事）訴訟に関与できる専門的能力を修得すること。 

・ 労働審判、ＡＤＲに関与できる専門的能力を修得すること。 

・ 修士論文を執筆することにより、特定のテーマの「専門家」になること。 

 

３．本プログラムの概要 

・ 指導教員  高木龍一郎・東北学院大学教授（労働法）   
藤川久昭・青山学院大学法学部教授（労働法・社会保障法） 

・ 関与教員  塩屋保・東北学院大学教授 菊池雄介・東北学院教授、富田教授 

・ １年次   「労働法・社会保障法実務事例演習」４単位、「労働訴訟演習 」２単位 

        「労働審判・ＡＤＲ演習 」２単位、「民事系の科目（民法、商法）」４単位×取得数 

        その他関心のある科目 

・ ２年次   「労働法演習」４単位～労働法理論を学ぶ、「論文指導」２単位 

        「民事系の科目（民法、商法）」４単位×取得数、その他関心のある科目 

 

４．その他 

・ 入試は一般社会人入試であり、研究計画書と面接で選抜を行う。 

・ 授業料は１年目 年間約１１０万（入学金２７万）２年目 年間約８３万である。 

・ 奨学金であるが、入学者全員に、年７万円の給付奨学金制度がある。 
 

※ 大学院科目の具体的内容 

■ 労働訴訟演習シラバス 

１．講義の目標 労働紛争を、裁判手続・労働委員会手続・行政手続で「処理」するために必要な専門的法知識、

法的な考え方を習得する。要件事実論にも目を配った内容とする。 

２．講義の概要 大きく分けて労働民事訴訟における裁判手続、不当労働行為手続の２つに分けられる。 

 １回   労働民訴（１） 労働民訴手続概観 

 ２回   労働民訴（２） 労働民訴手続概観 

 ３回   労働民訴（３） 解雇訴訟 

 ４回   労働民訴（４） 賃金訴訟（労働債権回収を含む） 

 ５回   労働民訴（５） 人事訴訟 

 ６回   労働民訴（６） 労災民訴 

 ７回  労働保全処分（１） 保全処分手続概観 

 ８回  労働保全処分（２）  地位保全・賃金仮払、集団紛争における仮処分 

 ９回  不当労働行為（１） 紛争調整、不当労働行為手続概観 

 １０回 不当労働行為（２） 賃金差別訴訟、合同労組事案 

 １１回 監督行政      是正勧告・指導・申告・刑事手続 

 １２回 労災手続      不服審査手続、労災行政訴訟 

 １３回 保険手続      雇用保険手続、医療保険手続、年金保険手続 

 １４回 模擬労働民事訴訟Ⅰ 

 １５回  模擬労働民事訴訟Ⅱ 

３．評価方法 レポートと、講義・議論への参加状況等を総合して行う。名前と顔を覚え、前述の参加状況を把握

するため出欠は確認する。 
 



 

■ 労働審判・ＡＤＲ演習シラバス 

１．目標 労働紛争を、労働審判手続・ＡＤＲにおいて「処理」するために必要な専門的法知識、法的な考え方を

習得する。要件事実論にも目を配った内容とする。 

２．概要 本演習は、大きく分けて、労働審判手続、ＡＤＲ手続、その他の３つの部分に分けられる。 
 １回   労働審判（１） 労働審判手続概観               
 ２回   労働審判（２） 労働審判手続概観                
 ３回   労働審判（３） 解雇訴訟                        
 ４回   労働審判（４） 賃金・残業代訴訟                
 ５回   労働審判（５） 人事訴訟                        
 ６回   労働紛争とＡＤＲ 制度の概観                                           
 ７回  ＡＤＲ（１）  ＡＤＲ概観                      
 ８回  ＡＤＲ（２）   ＡＤＲ概観                      
 ９回  ＡＤＲ（３）  ＡＤＲ法と司法制度改革            
 １０回 リーガルコミュニケーション                      
 １１回 個別労働紛争処理法                              
 １２回 地方自治体、労働委員会の労働相談              
 １３回 その他の労働ＡＤＲ（民事調停、社労士会のＡＤＲ認証機関等） 
 １４回 模擬労働審判 
 １５回  模擬ＡＤＲ 

３．評価方法 レポートと、講義・議論への参加状況等を総合して行う。名前と顔を覚え、前述の参加状況を把握

するため出欠は確認する。 

４．テキスト 菅野和夫『労働法』(弘文堂),東京弁護士会労働法制特別委員会『労働審判実務マニュアル』(ぎょ

うせい),『ＡＤＲ～理論と実践』(有斐閣),『リーガルコミュニケーション』(弘文堂)等 
 

■ 労働法・社会保障法実務事例演習 

１．目標 典型的な重要労働紛争に関して規範の定立とあてはめを行える力を養成する。 

２．概要 典型的な重要労働紛争をケース問題化した 80 題を徹底的に分析する。1 回の講義で、2～3 題を取り扱う。  
（前期あるいは（１）） 
 １回  労働者概念と労基法 労働者概念と労災保険法 
 ２回   使用者概念 黙示の労働契約 
 ３回  就業規則と労働契約、就業規則の不利益変更、労働協約の不利益変更 
 ４回   労使慣行、解雇権濫用法理と普通解雇１、２ 
 ５回   整理解雇法理 変更解約告知、合意解約、辞職、退職勧奨 
 ６回   労働義務と指揮命令権１、２ 就労請求権 
 ７回  労働者の誠実義務 退職後の競業避止義務 秘密保持義務 
 ８回  採用の自由とその限界 採用内定・内々定 試用期間 
 ９回  試用期間と短期雇用  成立過程の諸問題 
 １０回 人事考課、昇進、昇格、降格 
 １１回 配転、出向、転籍、休職 
 １２回 営業譲渡と労働契約、企業合併と労働契約、企業分割と労働契約 
 １３回 懲戒事由 懲戒処分１、２ 
 １４回 労基法の労働憲章、男女差別、セクハラ 
 １５回  雇い止め法理 パート差別 派遣 
（後期あるいは（２）） 
 １回   プライバシー保護 内部告発 
 ２回   賃金請求権、賞与、退職金、休業手当請求権 
 ３回  昇給、減給、賃金支払い方法 
 ４回   労働時間概念、時間外労働義務と割増賃金 裁量労働 
 ５回   適用除外、変形労働時間制 
 ６回  時期指定権、時季変更権、年休取得と不利益取扱 
 ７回  安全配慮義務、就労拒否、業務上概念、労災給付の諸問題 
 ８回  育児休業、介護休業、妊娠・出産保護 
 ９回  管理職組合、チェックオフ、ユニオンショップ、統制権、組合分裂 
 １０回 団体交渉対象事項、誠実交渉義務、労働協約の債務的効力、余後効 
 １１回 争議行為の正当性、争議行為と賃金、争議行為と損害賠償 
 １２回 組合活動の正当性、組合活動と施設管理権、組合活動と職務専念義務 等 
 １３回 不利益取扱禁止、支配介入の禁止、組合間差別、救済命令の司法審査 
 １４回 総合問題Ⅰ 
 １５回  総合問題Ⅱ 

３．評価方法 約 80 のトピックに関する答案、レジュメ、後期レポートと、議論への参加状況等を総合して行う。

名前と顔を覚え、参加状況を把握するため出欠は確認する。 

４．テキスト 水町勇一郎『労働法』（有斐閣）、野川忍『労働判例インデックス』（商事法務）、菅野和夫『労

働法』（弘文堂） 



支部名 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
福島支部 142 84 125 258 238 116
郡山支部 70 55 94 80 89 76
白河支部 5 3 78 52 20 12
相馬支部 0 0 0 0 0 0

いわき支部 86 71 74 134 160 48
会津支部 23 11 37 30 87 23

326 224 408 554 594

支部名 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
57 福島支部 2.49 1.47 2.19 4.53 4.18 2.04
76 郡山支部 0.90 0.71 1.22 1.04 1.17 0.93
12 白河支部 0.42 0.25 6.50 4.33 1.67 0.83
14 相馬支部 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49 いわき支部 1.76 1.45 1.54 2.79 3.27 0.67
23 会津支部 1.00 0.48 1.61 1.30 3.78 1.48

支部名 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
福島支部 142 226 351 609 847 963
郡山支部 70 125 219 299 388 464
白河支部 5 8 86 138 158 170
相馬支部 0 0 0 0 0 0

いわき支部 86 157 231 365 525 573
会津支部 23 34 71 101 188 211

1 各支部電子申請件数推移(H22.4～H23.3)

2 各支部開業会員一人当たり電子申請件数推移(H22.3～H23.3)

3 各支部電子申請件数累計(H22.4～H23.3)
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【委員長コメント】

複数の支部で、一部のモニター登録会員の方が、登録を辞退されるという事案が生じまし

た。推進委員の力不足を痛感する事態です。８月のデモンストレーション開催の際にも申し上

げましたとおり、電子申請は、１・２号業務独占への重要な第１歩であると思います。推進委

員もお手伝いいたしますので、特に各支部役員・県会役員の皆様におかれましては、率先し

て電子申請に取り組まれ、またモニター会員にご登録頂けますようお願い申し上げます。
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